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１ 審査の対象 

  令和６年度決算に基づき算定された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類 

 

２ 審査年月日 

  令和７年７月１５日（火） 

 

３ 審査の方法 

  この審査は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、

企業長より提出された令和６年度決算に基づく資金不足比率及びその算定の基礎とな

る事項を記載した書類について、当該書類が適正に作成されているかどうかを主眼とし

て実施した。 

 

４ 審査の結果 

  審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いず

れも適正に作成されていると認められた。 

 

５ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率 

  資金不足比率は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則（第１号様式（その１））に従い、

資金の不足額が０以下の場合は「－」で表示される。 

  地方公営企業法が適用される企業会計の資金不足比率を求める算定方法は次のとおり。この比率が２０．

０％以上の場合は、財政健全化法に基づき、経営健全化のための取り組みを行うこととなる。 

 

６ 資金不足比率の算定式 

 

  資金不足比率 ＝            × １００   

 

 ※ 資金不足額＝（流動負債＋建設改良費以外の地方債残高－流動資産）－解消可能資金不足額 

 ※ 事業規模＝営業収益－受託工事収益 
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名  称 令和６年度 経営健全化基準 

資金不足比率 
－ ％ 

（資金不足比率なし） 
２０％ 


